
令和 8 年 5 月 25 日 

 

各 位 

 

上田信用金庫 

 

 

企業価値担保権の取扱い開始について 

 

 

 当金庫は、令和 8 年 5 月 25 日付「事業性融資の推進等に関する法律」の施行に伴い、「企

業価値担保権」の取扱いを開始いたしましたのでお知らせいたします。 

 「企業価値担保権」の取扱いにつきましてご不明な点につきましては、下記お問い合わせ

先もしくは各営業店へお問い合わせください。 

 

 

 

以 上 

本件に関するお問い合わせ先 

 融資部  ℡0268-22-6260 


